
別記１ 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受託者は，この契約による事務を処理するに当たっては，個人情報（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号

利用法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。）保護の重要性

を認識し，個人の権利利益を侵害することのないよう，関係法令に従い，個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受託者は，この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，

又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し，又は解除された後も，同様とする。 

 （従事者の明確化） 

第３ 受託者は，この契約による事務に従事する者を明確にし，委託者から求めがあったときは，

委託者に報告しなければならない。 

 （従事者への周知） 

第４ 受託者は，この契約による事務に従事する者に対し，在職中及び退職後においても，この

契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に

使用してはならないこと，これに違反した場合は，番号利用法又は松山市個人情報保護条例

（平成１６年条例第２９号）の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護

に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 （従事者への監督及び教育） 

第５ 受託者は，この契約による事務に従事する者に対し，個人情報の適正な取扱いについて監

督及び教育を行わなければならない。 

 （収集の制限） 

第６ 受託者は，この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは，その目的を

明確にし，当該事務を処理するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。 

 （使用等の禁止） 

第７ 受託者は，委託者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務に関して知り得

た個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し，又は第三者に提供してはならない。 

 （安全確保の措置） 



第８ 受託者は，この契約による事務に係る個人情報の漏えい，改ざん，滅失及び毀損の防止そ

の他の安全確保の措置を講じなければならない。 

 （持ち出しの禁止） 

第９ 受託者は，この契約による事務を処理するために必要な範囲を超えて，受託者がこの契約

による事務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出しては

ならない。 

 （複写等の禁止） 

第１０ 受託者は，委託者の指示又は承諾があるときを除き，この契約による事務を処理するた

めに委託者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し，又は複製してはならな

い。 

 （再委託の禁止） 

第１１ 受託者は，委託者の承諾があるときを除き，この契約による事務における個人情報の処

理を自ら行うものとし，第三者にその処理を委託してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第１２ 受託者は，この契約による事務を処理するために委託者から引渡しを受け，又は受託者

が収集し，若しくは作成した個人情報が記録された資料等を，この契約が終了し，又は解除さ

れた後直ちに委託者に返還し，又は引き渡さなければならない。ただし，委託者が別に指示し

たときは，当該指示した方法により処理するものとする。 

 （報告義務） 

第１３ 受託者は，委託者から求めがあったときは，この契約の遵守状況について委託者に対し

て報告しなければならない。 

 （事故報告義務） 

第１４ 受託者は，この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ，又は生じるおそれがある

ことを知ったときは，速やかに委託者に報告し，その指示に従わなければならない。この契約

が終了し，又は解除された後も，同様とする。 

 （取扱要領等の作成） 

第１５ 受託者は，個人情報の適正な管理の確保を図るため，個人情報の取扱いに関する要領等

を作成し，委託者に報告しなければならない。ただし，委託者が必要でないと認めた場合は，

この限りでない。 

 （実地調査） 

第１６ 委託者は，必要があると認めるときは，この契約の遵守状況を確認するために必要な範

囲内において，受託者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いについて実地に調査をす

ることができる。 



 （勧告） 

第１７ 委託者は，受託者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるとき

は，受託者に対し，必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

 （契約の解除及び損害賠償） 

第１８ 委託者は，受託者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは，契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 （漏えい等が発生した場合の責任） 

第１９ 受託者は，この契約による事務に係る個人情報の漏えい，改ざん，滅失，毀損その他の

事態が発生した場合において，その責めに帰すべき理由により委託者又は第三者に損害を与え

たときは，その損害を賠償しなければならない。 

  



別記２ 

セキュリティ要求事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約を遂行するにあたっては、「松山市情報安全対策指針（情報セ

キュリティポリシー）」を遵守するとともに、以下の事項について適正に取り扱わなけ

ればならない。 

 （外部委託のアクセス） 

第２ 受託者は、本市の情報、情報システム及び情報処理施設に委託業者がアクセス等する場合

は、事前に方法等を報告し、委託者の承認を得なければならない。ただし、委託者は、必要に

応じて本市の情報、情報システム及び情報処理施設へのアクセス等の停止または方法等の変更

を求めることができるものとする。 

 （必要事項） 

第３ 受託者は、この契約を遂行するにあたり、必要に応じて次の事項を考慮しなければならな

い。 

①業務の実施にあたっては、受託者の職員等が関連法令、規制に違反した場合は、当該従事職

員、責任者、データ保護管理責任者及び受託者が連帯して責任を負うものとする。 

②受託者は、本市の重要な情報資産へのアクセス及び使用を許可する情報資産等を許可された

者のみに制限するための物理的、論理的な管理対策等を講じなければならない。 

③受託者は、受託者の所有するハードウェアまたはソフトウェアを委託者の所有する装置及び

設備で使用する場合は、事前に委託者の承諾を得なければならない。 

④委託者は、業務上必要な場合には、受託者及び受託者の再委託事業者に対して監査すること

ができる。ただし、この場合において、委託者は、監査の結果を受託者に通知するものとす

る。 

⑤受託者は、この業務の実施にあたり、コンピュータウィルス及び不正ソフトウェアからの保

護を確実にするための安全管理対策等の措置を講じなければならない。 

⑥受託者は、この業務の実施にあたり、ハードウェアやソフトウェアの取り付け・導入・保守

に際し、事前に委託者の承諾を得るとともに、適正な管理対策及び安全性等の措置を講じな

ければならない。 

⑦受託者は、業務上必要に応じて、知的財産権及び著作権の保護等に努めるとともに、適正な

管理対策等の措置を講じなければならない。 

 （事故等報告義務） 

第４ 受託者は、このセキュリティ要求事項に違反及び事故等に関する事態が生じ、又は



生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に通知するとともに原因並び

に被害を調査し、報告しなければならない。 

(要求事項に定めのない事項) 

第５ 受託者は、このセキュリティ要求事項に定めのない事項において疑義が生じた場合

は、委託者・受託者協議のうえ定めるものとする。 

 


